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令和７年度税制改正（国民健康保険税関係）の内容 

 

低所得者の保険税負担を軽減する措置 

 

 ５割・２割軽減の対象となる範囲を拡大することにより、低所得者への負担軽

減を図る改正です。  

 

 
軽減判定所得の計算式 対象所得(※) 

改
正
前 

 

５割：４３万円＋２９万５千円×被保険者数 １３１万５千円以下 

２割：４３万円＋５４万５千円×被保険者数 ２０６万５千円以下 

改
正
後 

５割：４３万円＋３０万５千円×被保険者数 １３４万５千円以下 

２割：４３万円＋５６万円×被保険者数 ２１１万円以下 

                              ※３人世帯の場合 

 

♦関係法令等の公布が令和６年度末となる見込みであり、令和７年度から適用

するためには賦課期日である令和７年４月１日から施行する必要があるため、

状況によって専決処分により亀山市国民健康保険税条例の一部改正を行いたい

と考えています。 
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